
埼玉労働局

令和３年度埼玉年末・年始無災害運動を実施
―実施期間 令和３年12月1日～令和４年1月15日―

１ 趣旨
年末・年始の繁忙期を迎えて、貨物量の増加、気象条件や交通事情等により作
業環境が変化しやすくなることに加え、事業場・職場が一斉に操業を停止・開始
する際や大掃除を行う際等に非定常作業等が行われることなどに伴って、労働災
害の増加が懸念されることから、各事業場・職場では労働災害防止のための特別
な配慮が必要となります。
このため、別添の実施要領を定め、令和３年12月1日から令和４年1月15日
までの間、「令和３年度埼玉年末・年始無災害運動」を実施するものです。

２ 本運動での取組
① 埼玉労働局では、県内の各事業場が本運動の実施要領に基づき、「新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止活動の実施」等により、年末年始にかけての安全衛生
意識を高め、安全衛生活動を積極的に展開するよう、労働災害防止関係団体等の
関係団体あて要請しました。
重篤な災害が発生している建設業、陸上貨物運送事業等の団体及び災害全体
の約４割を占める転倒、腰痛等の発生割合が高い社会福祉施設の団体に対しては、
団体を訪問し、直接要請を行いました。
引き続き、本運動期間中の取組を、各団体のほか事業者に対しても、働きかけ
てまいります。
② 建設業での死亡災害を撲滅するため、令和３年12月１日から１４日までの間、
管内各労働基準監督署において建設工事現場に対する集中的な一斉監督を実施し
ます。また、一斉監督結果については、公表を予定しております。

【添付資料】１ 令和３年度埼玉年末・年始無災害運動実施要領
２ 令和３年度埼玉年末・年始無災害運動の実施について（要請）
３ 年末年始無災害運動を実施
４ 年末年始無災害運動
５ 令和３年（10月末集計）業種別・事故の型別・休業４日以上の
死傷者数（埼玉労働局）

Press Release
埼 玉 労 働 局 発 表
令和３年1１月３０日

【照会先】埼玉労働局労働基準部健康安全課
（下記１及び２-①について）

課 長 阿部 恭之
主任地方産業安全専門官 小暮 健一
（電 話） 048-600-6206

（下記２-②について）
埼玉労働局労働基準部監督課
課 長 小川 直紀
主任地方労働基準監察監督官 宮尾 薫子
（電 話） 048-600-6204

報道関係者 各位



 

- 2 - 

 

  
 

  
令和３年度埼玉年末･年始無災害運動実施要領  

『年末年始も 安全作業 あなたが無事故の キーパーソン』 

 

埼玉県内の事業場での本年 10 月末集計の労働災害発生状況は、死亡者数 17 人（前年同

期比３人(21％)の増加）、休業４日以上の死傷者数 5,677 人（前年同期比 1,017 人(22％)の

増加）となっている。  

「埼玉第 13 次労働災害防止計画」では、５年間で平成 29 年に比べ死亡者数を 20％以

上、休業４日以上の死傷者数を７％以上減少させることを目標としている。平成 29 年同期

比では、死亡者数は２人（11％）減少、休業４日以上の死傷者数は 1,565 人（38％）増加

となっており、このままでは、死傷者数が年間６千人を４年続けて上回ることも予想さ

れ、目標達成が大変厳しい状況にある。 

このような状況の中で年末年始の繁忙期を迎え、貨物量の増加、気象条件や交通事情等

により作業環境が変化しやすくなることに加え、事業場、職場が一斉に操業を停止・開始

する際や大掃除を行う際等に非定常作業等が行われることなどに伴って、労働災害の増加

が懸念される。 特に、埼玉県内では、災害全体に占める転倒、腰痛の割合が、第三次産

業において５割以上となっており、年末年始の繁忙期の中で多発することも懸念される。 

このため、各事業場、職場における年末・年始にかけての安全衛生意識を高め、安全衛

生活動を積極的に展開することにより、労働災害を防止するため、「埼玉年末･年始無災害

運動」を実施する。特に、事業場における高年齢労働者の転倒、腰痛等の災害等の防止対

策の取組みを推進する。  

  

１ 目的  

   各労働災害防止団体等が推進する年末・年始時期を捉えた労働災害防止強調期間、無

災害運動等との連携により、管内事業場における安全衛生意識の高揚を図るとともに期

間中に埼玉労働局及び管下各労働基準監督署並びに各関係団体・各事業場が展開してい

る各種取組を一層推進し、もって労働災害の防止を図る。  

  

２ 実施期間  

   令和３年 12 月 1 日から令和４年１月 15 日まで  

  

３ 主唱者  

   埼玉労働局、管下各労働基準監督署  

  

４ 実施者  

（資料１） 
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   事業者  

  

５ 主唱者の実施事項  

(１)労働災害防止団体、事業者団体、建設工事発注機関等に対する協力要請  

(２)年末年始に労働災害の多発が懸念される業種に対する指導・要請  

(３)ホームページ、記者発表等による広報  

(４)事業者、労働災害防止団体等が行う労働災害防止活動に対する指導・援助  

(５)「Safe Work SAITAMA」の普及促進  

  

６ 事業者の実施事項  

(１)経営トップによる年末年始時期における安全衛生方針の決意表明及び「職場における

新型コロナウィルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」を活用した自主

点検の実施。（チェックリストは埼玉労働局ホームページからダウンロード） 

(２)安全衛生管理体制の確立、確認  

(３)リスクアセスメント及び労働安全衛生マネジメントシステムの積極的な導入・定着  

(４)ストレスチェック結果等を活用したメンタルヘルス対策・過重労働対策の推進  

(５)新型コロナウイルス感染症の拡大防止活動の実施 

(６)高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインに基づく積極的な取組 

(７)非定常作業における労働災害防止対策の徹底  

・作業計画、作業マニュアルの点検、確認、作成  

・作業計画、作業マニュアルに基づく安全衛生教育の実施  

・作業計画に基づく作業開始前ミーティングの実施  

(８)ＫＹ(危険予知)活動の実施  

(９)安全衛生パトロールの実施  

(10)業務繁忙期における無理な計画に基づく作業の排除  

(11)職場の整理・整頓・清掃・清潔(4Ｓ)の徹底  

(12)火気の点検、確認等火気管理の徹底  

(13)降雪期を考慮した交通労働災害防止ガイドラインに基づく交通労働災害防止対策の推進  

(14)荷主として運送事業者に荷役作業を行わせる場合の荷台からの墜落防止の安全対策  

(15)「Safe Work SAITAMA」のキャッチフレーズ、ロゴマークの活用による安全衛生の意識

高揚  

  

７ 重点実施事項  

(１)全業種共通 

ア 事業者の安全衛生方針の確認、所信表明   

イ 4Ｓ(整理･整頓･清掃･清潔)活動の推進 
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ウ 床等の水、油、氷等の清掃、除去による転倒災害の防止  

エ 脚立、梯子等の正しい使用方法による墜落・転落災害の防止  

オ 床面、通路、階段等の設備改善による転倒災害、墜落・転落災害の防止 

カ 無理な姿勢による荷の取扱作業の排除による腰痛の防止 

キ 荷役作業安全ガイドラインに基づく荷役作業時の安全確保  

ク 交通法規、自動車運転車労務改善基準の遵守による交通労働災害の防止 

ケ 雇入れ時の安全衛生教育の徹底  

コ 積雪、凍結による転倒災害の防止対策  

(２)製造業  

ア 加工用機械、運搬装置等の安全装置、安全カバーの設置によるはさまれ・巻き込 

まれ災害の防止 

イ 平成 25 年 4 月改正の労働安全衛生規則による食品加工用機械の対策の実施 

ウ 非定常作業、故障時のマニュアル確認及び安全作業の徹底 

エ 通路、階段、作業床等の墜落、転倒防止のための改善  

オ フォークリフト、クレーン等の資格者の確認と資格者による作業  

カ 用具の正しい使用方法による作業  

キ 重量物扱いの災害性腰痛、捻挫防止のための正しい方法による作業  

(３)建設業  

  ア 法令に基づく足場の設置、開口部の手すり等の設置又はそれらを設けることが困難

な場合の墜落制止用器具の使用による墜落・転落災害の防止    

イ 足場先行工法、手すり先行工法の実施  

  ウ 車両系建設機械、クレーン等に係る作業半径内立入禁止措置等安全作業の徹底   

エ 平成 25 年 8 月改正の労働安全衛生規則による解体用機械の対策の実施    

オ 携帯用丸のこ盤の安全教育の徹底と歯の接触予防装置の確実な使用    

カ 作業計画に基づく適切な作業  

  キ 足場等の防護ネットの設置等による高所からの落下物災害の防止    

ク 脚立、梯子、ワイヤーロープ等の点検と特に梯子使用時の緊結、転位防止、昇降時

の安全ブロック及び墜落制止用器具の使用等適切な作業方法による作業    

ケ 作業主任者の作業指揮に基づく作業  

  コ 新規採用者に対する安全衛生教育の実施  

(４)陸上貨物運送事業  

  ア 過労運転及び降雪、凍結による交通労働災害の防止  

イ ｢陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン｣に基づく次の災害防

止対策  

①荷台からの墜落・転落防止  

②フォークリフト、クレーン等の災害防止  
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③コンベヤーによる災害防止  

④ロールボックスパレットによる災害防止  

⑤転倒による災害防止  

⑥腰痛防止対策  

⑦荷崩れ又は荷の落下による災害防止  

⑧陸運事業者と荷主との連絡調整  

(５)小売業・飲食店  

ア 4Ｓ(整理･整頓･清掃･清潔)活動の推進等による転倒・転落災害の防止  

イ 平成 25 年 4 月改正の労働安全衛生規則による食品加工用機械の対策の実施    

ウ 刃物、脚立、梯子等の正しい使用方法による作業  

  エ ｢安全推進者の配置等に係るガイドライン｣に基づく安全推進者の配置  

  オ 職場の危険箇所の「見える化」の実施  

 (６)社会福祉施設  

ア 新規開設時の安全衛生対策の確認  

イ 法令に基づく安全衛生管理体制の整備  

ウ 4Ｓ(整理･整頓･清掃･清潔)活動の推進等による転倒・転落災害の防止    

エ 無理な姿勢による作業の排除、補助具等の利用による腰痛の防止    

オ 職場の危険箇所の「見える化」の実施  



- 6 - 
 

埼労発基 1125 第２号 

令 和 ３ 年 11 月 25 日 

 

関 係 団 体 各位 

 

埼 玉 労 働 局 長 

 

令和３年度 埼玉年末・年始無災害運動の実施について（要請） 

 

日頃より、労働行政の推進にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、今年度も標記埼玉年末・年始無災害運動について、別紙「令和３年度

埼玉年末･年始無災害運動実施要領」のとおり令和３年 12 月１日から令和４年

１月 15 日までの間、実施することといたしました。 

つきましては、貴会会員等に対する周知に特段のご配慮を賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

本運動の取組の参考として下記資料を同封いたしましたので、併せて、周知

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

資料１ 年末年始無災害運動を実施（埼玉労働局） 

資料２ 職場における新型コロナウィルス感染症対策実施のため 

～取組の５つのポイント～を確認しましょう 

資料３ 職場における新型コロナウィルス感染症の拡大を防止するためのチェ

ックリスト 

資料４ エイジフレンドリーガイドライン 

（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン） 

資料５ ＳＴＯＰ転倒災害 ３つの転倒予防 

資料６ 職場での腰痛を予防しましょう 

資料７ はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう 

資料８ 交通労働災害を防止するために 

資料９ 年末年始無災害運動（中央労働災害防止協会） 

 
※上記資料は、こちらの埼玉労働局ホームページアドレスからダウンロードできます。 

 （https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/ 

  jigyounushi.html） 

 

 
 



年末年始無災害運動を実施
-実施期間 令和３年12月１日～令和４年１月15日-

事業主の
みなさまへ
事業主の
みなさまへ

墜落・転落災害

４つの重点４つの重点

事業場では、墜落転落災害、はさまれ・巻き込まれ災害、交通事故、転倒災害の防止を４つの
重点として、労働災害防止対策に取り組みましょう！

はさまれ･巻き
込まれ災害

埼玉県のマスコット「コバトン」

転倒災害交通事故

埼玉労働局（http://saitama-roudoukyoku. js ite .mhlw.go. jp/）・労働基準監督署

詳しくは裏面をご覧ください

労働災害ゼロの職場をめざしリスクアセスメントの実施を徹底しましょう！労働災害ゼロの職場をめざしリスクアセスメントの実施を徹底しましょう！

転倒
23%

動作の反動・
無理な動作
（腰痛等）

17%

墜落・転落
14%

はさまれ・巻
き込まれ

12%

激突
6%

切れ・こすれ
6%

飛来・落下
5% その他

17%

各労働災害防止団体等が推進する、年末・年始時期を捉えた労働災害防止強調期間、無災害運動等
との連携により、管内事業場における安全衛生意識の高揚を図るとともに、期間中に埼玉労働局及び
管下各労働基準監督署並びに各関係団体・各事業場が展開している各種取組を一層推進し、もって
労働災害の防止を図る。

休業４日以上の死傷災害について、事故
の型別で見ると、「転倒」と「動作の反動・
無理な動作（腰痛等）」で全体の４０%を占
めています。
建設業、陸上貨物運送事業においては、
「墜落・転落」が最も多く発生しています。

運動の目的

労働災害発生状況

令和２年死傷者数（6,769名）の事故の型別分類
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労働災害による死亡者数の推移

製造業 建設業 陸上貨物運送事業 廃棄物処理業 全産業

1,407 1,396 1,427 1,464 1,366 
604 657 650 611 618 

1,047 1,062 1,151 1,211 1,263 
710 673 766 716 790 

373 376 435 418 663 
233 228 248 284 299 

5,754 5,824 6,216 6,237 
6,769 
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7,000
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1,000

2,000

3,000

H28 H29 H30 R1 R2

労働災害における死傷者数の推移

製造業 建設業 陸上貨物運送事業 小売業 社会福祉施設 飲食店 全産業

平成28年から令和２年の労
働災害の推移を見ると、死
亡者数は減少傾向にあるも
のの、死傷者数は増加傾向
が続いています。
令和３年においても同様の
傾向が続いており、10月末
の前年同期比で死亡者数
は３名増（+21%）、 死傷者
数は1,017名増（+22%）と
なっています。

（資料３）
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埼玉労働局（http://saitama-roudoukyoku. js ite .mhlw.go. jp/）・労働基準監督署

「無災害記録認証制度」は、一定期間、労働災害を発生させることがなかった事業場に
対する記録証であり、また、「建設事業無災害表彰制度」は、全工期を通じ、労働災害を
発生させることがなかった建設事業場に対する記録証であり、共に、事業場からの申請に
基づき、都道府県労働局長の推薦により、厚生労働省労働基準局長名で授与されます。
詳しくは埼玉労働局ホームページをご覧ください。

「埼玉 無災害記録」又は「埼玉 建設無災害表彰」

「無災害記録認証制度」「建設事業無災害表彰制度」について

１ 高さ２メートル以上の場所での作業には、足場等により作業床を設け、墜落防止用の囲い、手
すり等を設けましょう。

墜落・転落災害防止対策

２ 作業床を設けることが困難な場合には、親綱を設置し墜落制止用器具（安
全帯）を使用しましょう。
３ 屋根・建物の解体や修理、ソーラーパネル設置など、短期間で終了する高
所作業の場合には、親綱と子綱（安全ブロック）を使用しましょう。
４ はしごを使用する時は、上部と脚部に転移防止措置を講じましょう。ま
た、昇降時には親綱又は安全ブロックを使用し墜落制止用器具（安全帯）の
使用に努めましょう。＊脚立についても3点支持で使用しましょう。

はさまれ・巻き込まれ災害防止対策

１ 機械に身体が入らないよう囲い、覆い等を設け、安全装置については有効に機能
するよう保持しましょう。

２ 点検、修理、掃除、調整等を行う場合には、機械を停止し、施錠・表示板等により
不用意に他の者が作動させることを防止する措置を講じましょう。

３ 使用する機械に応じて危険予知訓練及び安全衛生教育を実施・徹底しましょう。

交通労働災害防止対策

１ 安全管理者、運行管理者、安全運転管理者等の管理者を選任するととも
に、その役割、責任や権限を定めて、労働者に周知しましょう。
２ 適正な労働時間等の管理と走行管理を行うとともに自動車運転者の改善
基準を守って、十分な睡眠時間を確保しましょう。
３ 乗務開始前に点呼を実施し、疾病・疲労・飲酒状況等の健康状態を確認
しましょう。
４ 事前に荷役作業の有無、運搬物の重量、適切な荷役用具等を確認し、
運転者の疲労に配慮した十分な休憩時間を確保しましょう。

転倒災害防止対策

１ 4Ｓ(整理・整頓・清潔・清掃）活動を徹底しましょう。
２ 床面・通路は、くぼみや段差がなく滑りにくい構造とし、水たまりや雪・氷
は除去しましょう。
３ 通路・階段・出入口に物を放置せず、また、階段には滑り止めや手すりを設
けましょう。
４ 履物は、滑りにくく安定したものを着用し走らないことを徹底しましょう。
５ 冬場の降雪・凍結による転倒・交通事故を防止をしましょう。⇒スタッドレ
スタイヤの装着を。
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事故の型

主な業種

210 147 138 91 263 64 79 14 72 107 1,185

39 36 16 147 67 30 49 12 39 50 485

162 201 11 223 103 79 16 46 34 86 961

720 507 601 242 156 118 146 159 60 242 2,951

小売業 172 113 6 54 49 23 58 39 21 47 582

社会福祉施設 127 159 202 13 7 28 6 14 4 48 608

飲食店 55 20 4 9 5 9 36 20 5 50 213

1,158 901 768 716 596 301 293 239 207 498 5,677

激
突

（資料５）

陸上貨物運送事業
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令和３年（10月末集計）業種別・事故の型別・休業４日以上の死傷者数（埼玉労働局）
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